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東部医師会 在宅医療介護連携推進室の概要 

 

【 事業の背景 】 

地域包括ケアシステムの重要な要素である在宅医療と介護連携の推進については、平成

２７年度より介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業「在宅医療・介護連携推進事業」

として位置づけられ、保険者である市町村が地区医師会等関係者と連携し取り組むことと

なった。 

【 在宅医療介護連携推進室の設置 】 

東部１市４町の委託事業として東部医師会に在宅医療介護連携推進室を４月１日に開所

した。職員体制は、鳥取市より行政職員２名、東部医師会職員２名（看護師・事務）の４名

で協働実施することになった。 

【 国が示す在宅医療・介護連携推進事業の具体的取組について 】 

（ア）地域の医療・介護の資源の把握 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援  （オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

（カ）医療・介護関係者の研修       （キ）地域住民への普及啓発 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

 

【 取り組みの概要 】 

〇 多職種による課題を検討する会議として、「東部地区在宅医療介護連携推進協議会」

を立ち上げた（H27.2）。H27年度は 7月に第 1回を開催済み。 

〇 現状での各機関・施設、団体の取り組み状況、課題についてヒアリングを実施。課題

の対応策の検討のため、ワーキンググループを設置。 

〇 多職種連携の事例検討会の開催。（年 4回予定。次回は 9/4） 

〇 多団体の取り組み事例との連携 

  ・東部歯科医師会（地域支援口腔ケア・食支援研究会、地域歯科医療連携室） 

・東部地域医療連携協議会（東部 10病院地域連携室の会議） 

  ・CBM研究会、在宅リハビリ・ケア研究会など 

● 今後の取り組み 

  ・ ワーキンググループによる各課題（ア）～（ク）の対応策等の検討 

  ・ 東部地区の資源調査、マップの作成 

  ・ 各職能団体内、各施設内での研修内容の把握 

  ・ 多職種研修や一般住民向け啓発の計画 
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